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を実施し，重点的な指導取締りを行った。
このほか，年末年始には，旅客船，カーフェリー，
遊漁船，海上タクシー等による海上輸送の安全確保
を図るため「年末年始特別警戒及び安全指導」を実
施し，全国一斉に訪船指導等を実施した。
警察では，水上交通の安全と秩序を維持するた
め，警察用船舶の整備と水上警察の組織体制の充実
強化を図り，船舶交通のふくそうする港内や事故の
起きやすい海浜，河川，湖沼等において，警察用船
舶，警ら用無線自動車及び警察用航空機が連携して
パトロール等を行ったほか，訪船連絡等を通じた安
全指導を積極的に行った。また，事故に直結しやす
い無免許操縦，無検査船舶の航行等違反行為の取締
りを強化するとともに，関係行政機関や関係団体と
の連携を図り，広報啓発活動を推進した。

その他，近年における多様なレジャースポーツに
伴う事故を防止するため，レジャースポーツ関係業
者，港湾，漁業関係者等との連携を図り，レジャー
スポーツ愛好者に対し，遊具の搬送，持ち込みに際
して安全指導を行ったほか，レジャースポーツを行
う者同士の事故やこれらの者と遊泳者，漁業関係者
等との事故を防止するため，水上安全条例の運用等
を通じて，危険行為の防止に努めるなど水上交通に
関する秩序の維持に努めた。
なお，水上安全条例については，北海道，岩手

県，福島県，東京都，茨城県，神奈川県，山梨県，
栃木県，福井県，三重県，滋賀県，兵庫県，和歌山
県，山口県，長崎県，宮崎県及び沖縄県の17都道県
において施行されている。

第7節　救助・救急活動の充実
1海難等の情報の収集処理体制の充実
海上保安庁では，海難情報を早期に入手し，迅速
かつ的確な救助活動を行うため，全国12か所の陸上
通信所や行動中の巡視船艇により，海上における遭
難及び安全に関する世界的な制度（GMDSS）に対
応した遭難周波数を24時間聴守するとともに，衛星
経由で遭難信号の入手が可能なコスパス・サーサッ
ト捜索救助衛星システムの地上施設の運用を行うな
ど，遭難情報に即応する体制を整えている。
また，広く一般国民や船舶等から海上における事
件・事故に関する情報を入手するため，緊急通報用
電話番号「118番」の一層の周知，定着を図ってい
る。
一方，防衛省は，海上保安庁との協定に基づき，
同庁と必要な情報の交換を行った。また，艦艇・航
空機では状況の許す限り，遭難周波数を聴守した。

2海難救助体制の充実・強化
⑴救助勢力の早期投入
海難等の発生に備え即応体制を確保するととも
に，大型台風の接近等により大規模な海難の発生が
予想される場合には，非常配備体制をとり，海難等

が発生した際の救助勢力の早期投入を図った。
実際に海難等が発生した場合には，巡視船艇，航

空機を現場に急行させるとともに，精度の高い漂流
予測を実施し，関連する情報を速やかに収集・分析
して捜索区域，救助方法等を決定するなど，迅速か
つ的確な救助活動の実施を図った。
事案即応体制及び業務執行体制の一層の強化のた

め，巡視船艇・航空機を代替整備し，速力，夜間捜
索能力等性能の向上に努め，現場海域への到達時間
や捜索に要する時間を短縮するなど救助勢力の充
実・強化を図った。
防衛省は，人命救助等にも役立たせることができ

るように，航空基地及び艦艇基地に航空機又は艦艇
を緊急に派遣できる態勢で常時待機させている。
⑵救助・救急体制の充実
海難等の発生の可能性が高い沿岸部における人命

救助について，ヘリコプターからの降下・吊り上げ
救助技術，潜水能力，救急救命処置能力を兼ね備え
た機動救難士の航空基地等への配置を拡充したほ
か，救急救命士の養成を継続するなど，救助・救急
体制の充実・強化を図った。
救急救命士については，実施できる救急救命処置
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範囲の拡大・高度化が進められている中，救急救命
士の技能を向上させ，かつ，実施する救急救命処置
の質を医学的観点から保障するため，海上保安庁メ
ディカルコントロール協議会による救急救命処置の
質的向上を推進した。
⑶海難救助体制の連携
「1979年の海上における捜索及び救助に関する国
際条約」（SAR条約）に基づく，北西太平洋の広大
な海域における捜索救助活動を迅速かつ的確に行う
ため，ワークショップの開催，合同訓練の実施等を
通じて捜索救助機関との連携・協力を深めた。さら
に，東南アジア諸国の要請に応じて，海上における
捜索救助体制の整備のため，研修員の受け入れを
行った。
沖合での海難救助については，SAR条約に基づ
き，任意の相互救助システムであるJASREP【日本
の船位通報制度】を運用し，平成21年には，2,653
隻の船舶が参加した。
沿岸部での小型船舶等に対する海難救助について
は，（社）日本水難救済会や（財）日本海洋レジャー
安全・振興協会等と協力・連携し，海難救助活動を
行った。

3海難救助技術の向上
船舶交通のふくそう状況，気象・海象の状況等を

勘案し，海難の発生のおそれがある海域において，
巡視船艇・航空機を効率的に運用した。
また，転覆船や火災船からの人命救助等，高度な

救助技術・知識が要求される特殊な海難に適切に対
応するため，特殊救難隊等救助勢力に訓練・研修を
実施させ，海難救助技術の維持・向上を図った。
このほか，全国各地で実施されている民間の救助

訓練の指導を行うなど，民間救助体制の強化を図っ
た。

4洋上救急体制の充実
洋上で発生した傷病者に対し，医師，看護師の迅

速かつ円滑な出動を行い，適切な医療活動を行うた
め，（社）日本水難救済会が事業主体となって実施
している洋上救急事業について，その適切な運営を
図るための指導及び協力を行うとともに，関係団体
と協力し，医師，看護師等の慣熟訓練を実施するな
ど，洋上救急体制の充実を図った。平成21年は21件
の要請を受け，医師，看護師等40人を派遣した。

第8節　被害者支援の推進
船舶による旅客の運送に伴い発生し得る損害賠償
に備えるため，事業許可を行う際に保険契約の締結
を条件とするとともに，旅客定員12人以下の船舶に

よる届出事業についても運航を開始するまでに保険
を締結するよう指導することにより事業者の損害賠
償の能力を確保している。

第9節　研究開発及び調査研究の充実
1海上交通の安全に関する研究開発の推進
⑴総務省関係の研究
独立行政法人情報通信研究機構では，海上交通の
安全に寄与するため，天候や昼夜の別に関係なく海
流速度，波浪等を計測する短波海洋レーダの研究開
発を行い，波高推定などの応用観測やデータ利用技
術開発を進めた。また，地表面，海表面の高分解能
観測が可能な航空機搭載 3次元マイクロ波映像レー
ダの研究開発においては，分解能30cmの観測装置

の開発を行った。
⑵水産庁関係の研究
独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究

所では，転覆防止，耐航性能向上等により漁船の安
全操業及び安全航行の確立を図るため，「漁船の安
全性と快適性を高める技術の開発」等の研究を行っ
た。
⑶国土交通省関係の研究
ア　国土交通本省の研究

第2章　海上交通安全施策の現況
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